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令
和
八
年
度

栃
木
県
防
犯
連
絡
協
議
会

連
合
会
定
例
理
事
会
の
開
催

令
和
八
年
度

栃
木
県
防
犯
連
絡
協
議
会

連
合
会
定
例
理
事
会
の
開
催

　

栃
木
県
防
犯
連
絡
協
議
会
は
、
去
る

六
月
一
二
日
（
金
）、
栃
木
県
警
察
本
部

に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
定
例
理
事
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

理
事
会
で
は
、
川
口
会
長
、
警
察
本
部

大
貫
生
活
安
全
部
長
の
あ
い
さ
つ
に
続

き
、
役
員
改
選
が
審
議
さ
れ
、
石
原
副
会

長
の
退
任
に
伴
い
、
後
任
に
、
村
上
理
事

（
日
光
）が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
警
察
本
部
生
活
安
全
企
画

課
か
ら
「
県
内
の
治
安
情
勢
と
地
域
安

全
活
動
の
推
進
状
況
に
つ
い
て
」、
県
く

ら
し
安
全
安
心
課
か
ら
「
な
が
ら
見
守

り
活
動
に
つ
い
て
」
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
討
議

で
は
「
今
後
の

防
犯
連
絡
所
の

運
営
に
関
す
る

課
題
に
つ
い
て
」

活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

な
お
、
理
事
会
で
決
定
さ
れ
た
今
年

度
の
役
員
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

【
役
員
】

　

会　

長　

川
口　

廣
俊（
栃　
　

木
）

　

副
会
長　

會
澤　

正
巳（
宇
都
宮
東
）

　
　
　
　
　

越
沼　
　

稔（
大
田
原
）

　
　
　
　
　

村
上　

健
夫（
日　
　

光
）

　

毎
年
七
月
は
、
「
青
少
年
の
被
害
・

非
行
防
止
全
国
強
調
月
間
」
で
す
。

　

令
和
七
年
中
の
県
内
に
お
け
る
非
行

少
年
の
人
員
は
三
八
三
人
で
、
前
年
比

一
二
六
人
増
と
大
幅
に
増
加
し
、
深
夜

は
い
か
い
や
喫
煙
な
ど
で
補
導
さ
れ
た

少
年
も
一
九
〇
九
人
と
、
こ
ち
ら
も
前

年
比
二
二
九
人
増
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
本
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
一
六
歳

の
高
校
生
四
人
に
よ
る
強
盗
殺
人
と
い

う
凶
悪
事
件
の
発
生
や
、
校
内
で
の
い

じ
め
動
画
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
さ
せ
た
事

案
等
が
社
会
的
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
起
因
し
た
誘

拐
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
等
の
被

害
や
、
小
型
カ
メ
ラ
に
よ
る
性
的
姿
態

撮
影
等
の
被
害
に
遭
う
児
童
数
も
高
い

水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
更
に
児
童
虐

待
認
知
人
員
は
毎
年
統
計
史
上
最
多
を

更
新
し
続
け
て
い
る
状
況
に
あ
る
な

ど
、
こ
れ
ら
の
被
害
か
ら
子
ど
も
を
守

る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

県
警
察
で
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
踏

ま
え
、
闇
バ
イ
ト
に
よ
る
犯
罪
行
為
へ

の
加
担
防
止
を
重
点
と
し
た
広
報
活
動

や
、
学
校
に
お
け
る
非
行
防
止
教
室
・

薬
物
乱
用
防
止
教
室
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
非
行
を
繰
り
返
す
お
そ
れ
の
あ

る
少
年
に
対
し
て
は
積
極
的
に
手
を
差

し
伸
べ
る
「
立
ち
直
り
支
援
活
動
」
等
、

各
種
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

次
代
を
担
う
青
少
年
の
育
成
に
は
、

家
庭
、
学
校
、
地
域
及
び
警
察
が
一
丸

と
な
り
、
青
少
年
の
被
害
防
止
・
非
行

防
止
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
警
察

で
は
県
民
の
皆
様
方
と
連
携
し
て
次
の
取

り
組
み
を
推
進
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
皆

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
広
報
啓
発
活
動
の
推
進

　

県
民
の
皆
様
方
が
、
青
少
年
の
被

害
・
非
行
防
止
、
健
全
育
成
及
び
有
害

環
境
の
浄
化
等
に
取
り
組
ん
で
い
け
る

よ
う
、
広
報
啓
発
を
推
進
し
ま
す
。

②
有
害
環
境
浄
化
活
動
の
推
進

　

事
業
者
等
に
対
し
て
、
未
成
年
者
へ

の
酒
類
・
た
ば
こ
販
売
等
の
防
止
、
青

少
年
の
深
夜
立
入
制
限
の
要
請
等
、
青

少
年
を
取
り
巻
く
有
害
環
境
浄
化
活
動

を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
青
少
年
を
有

害
情
報
か
ら
守
る
た
め
、
児
童
が
使
用

す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
導
入
や
家
庭
で
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
利
用
の
マ
ナ
ー
向
上
を
目
指
し

ま
す
。

③
地
域
ぐ
る
み
の
補
導
活
動

　

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
や
少
年
指

導
委
員
、
学
校
等
関
係
機
関
、
地
域
住
民

と
連
携
し
、
未
成
年
者
の
飲
酒
や
喫
煙
、

深
夜
は
い
か
い
な
ど
の
不
良
行
為
の
早

期
発
見
、
補
導
活
動
に
努
め
ま
す
。

④
各
種
相
談
の
充
実
強
化

　

少
年
や
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
対
応

し
、
適
切
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ

う
、
学
校
へ
の
出
張
相
談
室
「
あ
し
た

ル
ー
ム
」
の
開
設
や
電
話
相
談
コ
ー

ナ
ー
「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
」
に
よ
り
、

少
年
や
保
護
者
が
相
談
し
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

「
青
少
年
の
被
害
・
非
行
防
止
全
国
強
調
月
間
」

「
青
少
年
の
被
害
・
非
行
防
止
全
国
強
調
月
間
」
七
月
一
日（
水
）〜
七
月
三
一
日（
金
）
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●
水
難
事
故
の
防
止

　
令
和
七
年
中
、
県
内
で
は
一
一
件
一

四
人
の
水
難
事
故
が
発
生
し
、
七
人
が

亡
く
な
り
ま
し
た
。
夏
は
、
魚
釣
り
や

水
遊
び
な
ど
水
に
親
し
む
機
会
が
増
え

る
た
め
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
令
和
七
年
中
の
水
難
事
故
の
一
一
件

は
、
五
月
か
ら
九
月
の
間
に
発
生
し
て

い
ま
す
。
水
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
悪
天
候
時
の
早
期
帰
宅

　
川
は
急
激
に
増
水
し
ま
す
。気
象
情  

報
や
空
の
様
子
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

○
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用

　
水
辺
で
遊
ぶ
場
合
は
、
必
ず
ラ
イ
フ

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い

　
子
ど
も
を
水
辺
で
遊
ば
せ
る
際
は
、

目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
飲
酒
後
の
水
遊
び
禁
止

　
飲
酒
し
た
状
態
で
水
辺
で
遊
ぶ
の
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
山
岳
遭
難
の
防
止

　
令
和
七
年
中
、
県
内
で
は
七
〇
件
八

〇
人
の
山
岳
遭
難
が
発
生
し
、
八
人
が

亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
夏
山
は
、
気
軽
に
軽
装
で
楽
し
め
る

印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
天
候
の
急
変
、
熱

中
症
、
夜
間
の
冷
え
込
み
、
転
倒
、
滑
落

な
ど
様
々
な
危
険
が
潜
ん
で
い
ま
す
。 

ま
た
、
山
岳
遭
難
は
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
山
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
こ
と

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
登
山
の
事
前
準
備

　
登
山
の
ル
ー
ト
や
必
要
品
を
よ
く
確

認
し
て
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

○
山
の
情
報
収
集

　
登
山
す
る
山
の
特
徴
や
難
易
度
を
よ

く
調
べ
、
自
身
の
技
術
や
体
力
に
見

合
っ
た
山
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

○
装
備
品
の
点
検

　
登
山
に
必
要
な
装
備
品
や
非
常
食
を

十
分
に
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

○
天
候
の
確
認

　
山
の
麓
と
山
頂
で
は
天
候
が
大
き
く

変
わ
り
ま
す
。
登
山
前
に
山
頂
付
近

の
天
候
や
風
速
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

○
登
山
届
・
登
山
計
画
書
の
提
出

　
万
が
一
に
備
え
て
、
登
山
届
・
登
山

計
画
書
を
警
察
や
山
岳
会
に
提
出
し

ま
し
ょ
う
。

　
登
山
届
受
理
サ
イ
ト
や
登
山
地
図
ア

プ
リ
で
の
登
山
計
画
の
提
出
も
便
利

で
す
。

※

近
年
は
、
熊
の
出
没
が
急
増
し
て
い

ま
す
。
熊
鈴
や
熊
撃
退
ス
プ
レ
ー
を
携

行
す
る
な
ど
、
熊
対
策
も
心
掛
け
て
く

だ
さ
い
。

水
難
事
故
・
山
岳
事
故
防
止
に
対
す
る
心
構
え

水
難
事
故
・
山
岳
事
故
防
止
に
対
す
る
心
構
え

ライフジャケット
必ず着用!!



登 録 番 号 標

栃 木 県 警 察
39- 0 0 0 0 0
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小
山
警
察
署
管
内
で
は
自
転
車
盗
が

多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
山

警
察
署
・
小
山
市
役
所
と
連
携
し
、
小

山
駅
駐
輪
場
に
お
い
て
自
転
車
利
用
者

に
対
し
「
必
ず
鍵
を
か
け
る
よ
う
に
」
と

呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
青
切
符
制
度
を
悪
用
し
、
警
察

官
を
装
っ
て
自
転
車
利
用
者
か
ら
現
金

を
騙
し
取
る
詐
欺
事
件
も
発
生
し
て
い

る
為
、
警
察
官
が
現
場
で
現
金
を
直
接

受
け
取
る
こ
と
は
な
い
等
、
制
度
の
正

し
い
理
解
を
促
す
啓
発
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
宇
都
宮
東
地
区
防
犯
協
会
で

は
、
令
和
八
年
五
月
一
八
日
、

宇
都
宮
市
立
東
小
学
校
に
お
い

て
、
警
察
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
「
ル
リ
ち
ゃ
ん
」
や
栃
木

県
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
と
ち
ま
る
く
ん
」
等
と
協
力

し
、
一
斉
下
校
時
に
お
け
る

「
な
が
ら
見
守
り
活
動
」
を
実

施
し
ま
し
た
。
今
後
も
各
種
防

犯
活
動
を
通
じ
て
、
安
全
安
心

な
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

連載マンガ 
ふしぎの「フーちゃん」

作　神山 幹

宇
都
宮
防
犯
協
会

宇
都
宮
防
犯
協
会

小
山
地
区
防
犯
協
会

小
山
地
区
防
犯
協
会

賛
助
会
員
の
プ
レ
ー
ト

●
お
問
い
合
わ
せ
は

　
栃
木
県
防
犯
協
会
事
務
局
ま
で

　
☎
〇
二
八（
六
六
六
）七
七
〇
〇

　
公
益
社
団
法
人
栃
木
県
防
犯
協

会
で
は
、
当
協
会
の
趣
旨
に
賛
同

い
た
だ
け
る
法
人
、
団
体
、
個
人
の

賛
助
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
☆
賛
助
会
員
の
年
会
費

　
　
一
口
一
万
円

　
　（
一
口
以
上
）で
す
。

　
☆「
賛
助
会
員
の
証
」の
交
付
等

　
賛
助
会
員
の
方
に
は
、
会
員
証

プ
レ
ー
ト
を
交
付
す
る
ほ
か
、
機

関
誌
「
ぼ
う
は
ん
栃
木
」
を
送
付
し

て
い
ま
す
。ま
た
、
当
協
会
資
料
等

へ
の
会
員
名
簿
の
登
載
等
を
行
い

ま
す
。 賛

助
会
員
を

　
　
募
集
中
で
す

◎
自
転
車
の
防
犯
登
録
は
、
法
律
で
義

　
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
登
録
の
方
法
は
？

　
お
店
の
備
え
付
け
の
「
自
転
車
防
犯

登
録
カ
ー
ド
」
に
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
を
記
入
す
る
だ
け
で
す
。

◎
登
録
料
八
〇
〇
円
が
必
要
で
す
。

自
転
車
防
犯
登
録
の
メ
リ
ッ
ト

・
自
転
車
の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
登
録

シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
で
、
盗

難
防
止
効
果
が
あ
り
ま
す
。

・
自
転
車
が
盗
難
に
あ
っ
て
も
、防
犯
登

録
標
や
車
体
番
号
に
よ
っ
て
所
有
者

の
特
定
が
早
期
に
容
易
に
で
き
ま
す
。

・
自
転
車
利
用
者
が

万
一
、
事
故
に
あ

い
、
仮
に
連
絡
先

が
不
明
で
あ
っ
て

も
、
登
録
さ
れ
た

自
転
車
で
あ
れ

ば
、
す
ぐ
家
族
に

連
絡
で
き
ま
す
。

自
転
車
防
犯
登
録
を
し
ま
し
ょ
う
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